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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
七
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
四
尾
連
湖
公
園
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
山
保
字
石
畑
六
二
〇
四
番

旧

六
・
二
〜

八
九
六
・
二

の
三
地
先
か
ら

一
七
・
二

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
山
保
字
寺
郷
六
〇
九
〇
番

の
一
地
先
ま
で

一
〇
・
〇
〜

一
〇
三
五
・
二

五
七
・
二

新

一
〇
・
〇
〜

一
〇
三
五
・
二

四
六
・
〇

山
梨
県
告
示
第
七
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
四
尾
連
湖
公
園
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
四
九

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

三
月
十
日

第
二
千
百
十
八
号

木　曜　日



西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
字
道
東
七
〇
五

旧

七
・
〇
〜

七
九
〇
・
〇

七
番
の
一
地
先
か
ら

四
四
・
〇

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
字
山
崩
六
七
四

番
の
一
地
先
ま
で

八
・
〇
〜

八
八
〇
・
〇

四
七
・
六

新

八
・
〇
〜

八
八
〇
・
〇

四
七
・
六

山
梨
県
告
示
第
七
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
四
〇
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
市
三
富
川
浦
字
峠
沢
一
八
二
三
番
の
四
一
地

旧

二
三
・
〇
〜

九
〇
・
〇

先
か
ら

一
一
〇
・
〇

山
梨
市
三
富
川
浦
字
峠
沢
一
八
二
三
番
の
四
一
地

先
ま
で

新

二
八
・
〇
〜

九
〇
・
〇

一
五
一
・
〇

山
梨
県
告
示
第
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
山
梨
笛
吹
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
一
宮
町
金
田
字
川
口
田
町
四
六
番
の
一
地

旧

一
三
・
四
〜

四
八
・
〇

先
か
ら

二
四
・
五

笛
吹
市
一
宮
町
金
田
字
川
口
田
町
四
五
番
の
一
地

先
ま
で

新

一
三
・
四
〜

四
八
・
〇

三
六
・
三

山
梨
県
告
示
第
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
韮
崎
昇
仙
峡
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

韮
崎
市
穂
坂
町
大
字
柳
平
字
唐
沢
四
〇
〇
番
の
一

旧

六
・
八
〜

二
四
・
八

地
先
か
ら

八
・
三

韮
崎
市
穂
坂
町
大
字
柳
平
字
唐
沢
四
〇
〇
番
の
一

地
先
ま
で

新

一
〇
・
〇
〜

二
四
・
八

一
〇
・
一

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

一
五
〇



山
梨
県
告
示
第
八
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
高
畑
谷
村
停
車
場
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

都
留
市
中
津
森
字
は
し
り
う
て
五
五
番
の
八
地
先

旧

一
一
・
七
〜

五
五
四
・
〇

か
ら

八
九
・
〇

都
留
市
金
井
字
上
段
四
六
番
の
一
地
先
ま
で

新

一
一
・
七
〜

五
五
四
・
〇

七
九
・
〇

山
梨
県
告
示
第
八
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

山
梨
笛
吹
線

笛
吹
市
一
宮
町
金
田
字
川
口
田
町
四

四
八
・
〇
平
成
二
十
三

六
番
の
一
地
先
か
ら

年
三
月
十
五

笛
吹
市
一
宮
町
金
田
字
川
口
田
町
四

日

五
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
八
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

長
沢
小
淵
沢

北
杜
市
大
泉
町
西
井
出
字
辻
二
四
五

三
九
・
三
平
成
二
十
三

線

四
番
の
一
地
先
か
ら

年
三
月
十
日

北
杜
市
大
泉
町
西
井
出
字
辻
二
四
五

六
番
の
二
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
八
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

高
畑
谷
村
停

都
留
市
大
幡
字
岩
崎
一
七
四
〇
番
の

二
六
九
八
・
〇
平
成
二
十
三

車
場
線

一
地
先
か
ら

年
三
月
十
六

都
留
市
金
井
字
上
段
四
八
番
の
二
地

日

先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
八
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

一
五
一



路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

平
沢
千
野
線

甲
州
市
塩
山
平
沢
字
横
手
三
五
五
番

八
五
・
〇
平
成
二
十
三

地
先
か
ら

年
三
月
十
日

甲
州
市
塩
山
平
沢
字
戸
口
三
四
九
番

の
二
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
八
十
五
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
る
べ
き
道
路
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

種
類

県
道

甲
府
市
川
三

甲
府
市
中
央
四
丁
目
六
二
番
地
か
ら

郷
線

甲
府
市
中
央
四
丁
目
一
四
〇
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
八
十
六
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
る
べ
き
道
路
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

種
類

国
道

四
一
一
号

甲
府
市
中
央
四
丁
目
七
六
番
の
二
地
先
か
ら

甲
府
市
中
央
四
丁
目
二
番
地
ま
で

山
梨
県
告
示
第
八
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備

部
砂
防
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
吉
田
支
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

現
象
の
種
類

道
志
村

谷
相

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

室
久
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
和
出
村

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
瀬
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
瀬
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

柿
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

竹
之
本
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

竹
之
本
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

馬
場
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

馬
場
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

一
五
二



馬
場
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
栗
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
栗
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
栗
の
３
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
栗
の
３
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
本

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
椿
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
室
指

急
傾
斜
地
の
崩
壊

笹
久
根
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

笹
久
根
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

笹
久
根
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

笹
久
根
―
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

久
保
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

久
保
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

野
原
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

野
原
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

月
夜
野

急
傾
斜
地
の
崩
壊

月
夜
野
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

室
久
保
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

室
久
保
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
久
保
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

戸
渡
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

戸
渡
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

竹
之
本
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
善
地
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
善
地
Ⅱ
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
善
地
Ⅱ
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
室
指
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
室
指
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

久
保
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

久
保
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

久
保
Ⅱ
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

久
保
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

野
原
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
渡
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
渡
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
渡
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

月
夜
野
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

一
五
三



月
夜
野
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

月
夜
野
Ⅱ
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

指
入
沢

土
石
流

一
之
橋
沢

土
石
流

追
払
沢

土
石
流

岩
花
沢

土
石
流

茸
沢

土
石
流

谷
相
沢

土
石
流

大
久
保
沢

土
石
流

岩
瀬
沢

土
石
流

櫓
沢
―
１

土
石
流

櫓
沢
―
２

土
石
流

櫓
沢
―
３

土
石
流

櫓
沢
―
４

土
石
流

栃
の
沢

土
石
流

入
道
沢

土
石
流

久
保
沢

土
石
流

魔
降
沢

土
石
流

後
沢

土
石
流

竹
之
本
沢

土
石
流

西
川

土
石
流

御
堂
沢
―
１

土
石
流

御
堂
沢
―
２

土
石
流

御
堂
沢
―
３

土
石
流

大
渡
沢

土
石
流

宮
沢
―
１

土
石
流

宮
沢
―
２

土
石
流

二
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

示
及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り

現
象
の
種
類

建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

道
志
村

谷
相

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

室
久
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
和
出
村

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
瀬
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
瀬
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

柿
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

竹
之
本
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

一
五
四



馬
場
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

馬
場
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
栗
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
栗
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
栗
の
３
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
栗
の
３
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
本

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
椿
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
室
指

急
傾
斜
地
の
崩
壊

笹
久
根
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

笹
久
根
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

笹
久
根
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

笹
久
根
―
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

久
保
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

久
保
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

野
原
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

野
原
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

月
夜
野

急
傾
斜
地
の
崩
壊

月
夜
野
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

室
久
保
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

室
久
保
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
久
保
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

戸
渡
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

戸
渡
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

竹
之
本
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
善
地
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
善
地
Ⅱ
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
善
地
Ⅱ
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
室
指
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
室
指
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

久
保
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

久
保
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

久
保
Ⅱ
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

久
保
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

野
原
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
渡
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
渡
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
渡
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

一
五
五



月
夜
野
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

月
夜
野
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

月
夜
野
Ⅱ
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

指
入
沢

土
石
流

一
之
橋
沢

土
石
流

追
払
沢

土
石
流

岩
花
沢

土
石
流

茸
沢

土
石
流

谷
相
沢

土
石
流

大
久
保
沢

土
石
流

岩
瀬
沢

土
石
流

櫓
沢
―
１

土
石
流

櫓
沢
―
２

土
石
流

櫓
沢
―
３

土
石
流

櫓
沢
―
４

土
石
流

栃
の
沢

土
石
流

久
保
沢

土
石
流

魔
降
沢

土
石
流

後
沢

土
石
流

竹
之
本
沢

土
石
流

西
川

土
石
流

御
堂
沢
―
１

土
石
流

御
堂
沢
―
２

土
石
流

御
堂
沢
―
３

土
石
流

大
渡
沢

土
石
流

宮
沢
―
１

土
石
流

宮
沢
―
２

土
石
流

山
梨
県
告
示
第
八
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備

部
砂
防
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
吉
田
支
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

現
象
の
種
類

鳴
沢
村

水
上
・
水
上
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

鳴
沢
Ⅳ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鳴
沢
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

一
五
六



鳴
沢
Ⅱ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鳴
沢
Ⅳ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鳴
沢
Ⅳ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
田
和
・
大
田
和
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
田
和
Ⅲ
・
大
田
和

の
２

大
田
和
の
３
・
大
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

和
Ⅱ
の
２
・
大
田
和

Ⅲ
の
２

大
田
和
Ⅱ
の
３
・
大

急
傾
斜
地
の
崩
壊

田
和
Ⅱ
の
４

大
田
和
Ⅳ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
田
和
Ⅳ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

藤
和
田
清
水
・
藤
和

急
傾
斜
地
の
崩
壊

田
清
水
Ⅱ

水
上
沢

土
石
流

南
沢
―
１

土
石
流

南
沢
―
２

土
石
流

並
木
沢

土
石
流

大
木
原
沢

土
石
流

大
田
和
入
沢

土
石
流

大
入
渓
流

土
石
流

清
水
沢

土
石
流

二
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

示
及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り

現
象
の
種
類

建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

鳴
沢
村

水
上
・
水
上
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

鳴
沢
Ⅳ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鳴
沢
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鳴
沢
Ⅱ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鳴
沢
Ⅳ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鳴
沢
Ⅳ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
田
和
・
大
田
和
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
田
和
Ⅲ
・
大
田
和

の
２

大
田
和
の
３
・
大
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

和
Ⅱ
の
２
・
大
田
和

Ⅲ
の
２

大
田
和
Ⅱ
の
３
・
大

急
傾
斜
地
の
崩
壊

田
和
Ⅱ
の
４

大
田
和
Ⅳ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
田
和
Ⅳ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

藤
和
田
清
水
・
藤
和

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

一
五
七



田
清
水
Ⅱ

水
上
沢

土
石
流

南
沢
―
１

土
石
流

南
沢
―
２

土
石
流

並
木
沢

土
石
流

大
木
原
沢

土
石
流

大
田
和
入
沢

土
石
流

大
入
渓
流

土
石
流

山
梨
県
告
示
第
八
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備

部
砂
防
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

現
象
の
種
類

甲
州
市

裂
石
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

裂
石
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

裂
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊

番
屋
東
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

番
屋
東
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

番
屋
東
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

番
屋
東
―
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

番
屋

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
松
尾

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
条
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
条
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
条
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

神
戸
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

神
戸
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
子
沢
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
子
沢
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

牛
奥
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

牛
奥
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

裂
石
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

番
屋
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
新
居
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
新
居
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
八
号
　
　
平
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二
十
三
年
三
月
十
日

一
五
八



中
新
居
Ⅱ
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
新
居
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
松
尾
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
松
尾
Ⅱ
の
３
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
松
尾
Ⅱ
の
３
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
萩
原
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
萩
原
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
萩
原
Ⅱ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

牛
奥
Ⅱ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
野
原
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

牛
奥
Ⅱ
の
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

牛
奥
Ⅱ
の
５
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

牛
奥
Ⅱ
の
５
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

牛
奥
Ⅱ
の
５
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

裂
石
Ⅲ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

裂
石
Ⅲ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
萩
原
Ⅲ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

牛
奥
Ⅲ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

牛
奥
Ⅲ
の
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
峰
沢
の
２

土
石
流

大
峰
沢

土
石
流

上
条
川
―
１

土
石
流

上
条
川
―
２

土
石
流

カ
ジ
ヤ
沢

土
石
流

天
狗
沢
―
１

土
石
流

天
狗
沢
―
２

土
石
流

白
川
沢

土
石
流

御
影
沢

土
石
流

第
二
御
影
沢
―
１

土
石
流

第
二
御
影
沢
―
２

土
石
流

樋
の
沢
―
１

土
石
流

樋
の
沢
―
２

土
石
流

窪
の
沢

土
石
流

深
堀
川
―
１

土
石
流

深
堀
川
―
２

土
石
流

深
堀
川
―
３

土
石
流

小
立
切
沢
―
１

土
石
流

小
立
切
沢
―
２

土
石
流

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
八
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二
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

示
及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り

現
象
の
種
類

建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

甲
州
市

裂
石
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

裂
石
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

裂
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊

番
屋
東
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

番
屋
東
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

番
屋
東
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

番
屋
東
―
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

番
屋

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
松
尾

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
条
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
条
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
条
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

神
戸
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

神
戸
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
子
沢
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
子
沢
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

牛
奥
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

牛
奥
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

裂
石
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

番
屋
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
新
居
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
新
居
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
新
居
Ⅱ
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
新
居
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
松
尾
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
松
尾
Ⅱ
の
３
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
松
尾
Ⅱ
の
３
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
萩
原
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
萩
原
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
萩
原
Ⅱ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

牛
奥
Ⅱ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
野
原
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

牛
奥
Ⅱ
の
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

牛
奥
Ⅱ
の
５
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

一
六
〇



牛
奥
Ⅱ
の
５
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

牛
奥
Ⅱ
の
５
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

裂
石
Ⅲ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

裂
石
Ⅲ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
萩
原
Ⅲ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

牛
奥
Ⅲ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

牛
奥
Ⅲ
の
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
条
川
―
２

土
石
流

カ
ジ
ヤ
沢

土
石
流

天
狗
沢
―
１

土
石
流

天
狗
沢
―
２

土
石
流

白
川
沢

土
石
流

御
影
沢

土
石
流

第
二
御
影
沢
―
１

土
石
流

第
二
御
影
沢
―
２

土
石
流

樋
の
沢
―
１

土
石
流

樋
の
沢
―
２

土
石
流

深
堀
川
―
２

土
石
流

深
堀
川
―
３

土
石
流

小
立
切
沢
―
１

土
石
流

小
立
切
沢
―
２

土
石
流

山
梨
県
告
示
第
九
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備

部
砂
防
課
及
び
峡
南
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

現
象
の
種
類

南
部
町

本
郷
Ａ
―
１

地
滑
り

本
郷
Ａ
―
２

地
滑
り

本
郷
Ｂ
―
１

地
滑
り

本
郷
Ｂ
―
２

地
滑
り

本
郷
Ｂ
―
３

地
滑
り

本
郷
Ｂ
―
４

地
滑
り

本
郷
Ｂ
―
５

地
滑
り

森
屋
―
１

地
滑
り

森
屋
―
２

地
滑
り

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
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森
屋
―
３

地
滑
り

大
和
―
１

地
滑
り

大
和
―
２

地
滑
り

大
和
―
３

地
滑
り

大
和
―
４

地
滑
り

大
和
―
５

地
滑
り

大
和
―
６

地
滑
り

大
和
―
７

地
滑
り

大
和
―
８

地
滑
り

大
和
―
９

地
滑
り

大
和
―
１０

地
滑
り

大
和
―
１１

地
滑
り

大
和
―
１２

地
滑
り

大
和
―
１３

地
滑
り

大
和
―
１４

地
滑
り

大
和
―
１５

地
滑
り

大
和
―
１６

地
滑
り

大
和
―
１７

地
滑
り

山
梨
県
告
示
第
九
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備

部
砂
防
課
及
び
峡
南
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

現
象
の
種
類

身
延
町
　

嶺
―
１

地
滑
り

嶺
―
２

地
滑
り

嶺
―
３

地
滑
り

嶺
―
４

地
滑
り

熊
沢

地
滑
り

樋
田
―
１

地
滑
り

樋
田
―
２

地
滑
り

中
の
倉
Ａ
―
１

地
滑
り

中
の
倉
Ａ
―
２

地
滑
り

釜
額

地
滑
り

宮
林

地
滑
り

一
色
Ａ
―
１

地
滑
り

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

一
六
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一
色
Ａ
―
２

地
滑
り

一
色
Ｂ

地
滑
り

横
手
―
１

地
滑
り

横
手
―
２

地
滑
り

横
手
―
３

地
滑
り

山
梨
県
告
示
第
九
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備

部
砂
防
課
及
び
峡
南
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

現
象
の
種
類

早
川
町

早
川

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

保
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

保
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

保
―
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

保
―
５

急
傾
斜
地
の
崩
壊

草
塩
・
京
ケ
島

急
傾
斜
地
の
崩
壊

塩
之
上
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

塩
之
上
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
島
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
住
の
１
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
住
の
１
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
住
の
１
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
住
の
１
―
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

角
瀬

急
傾
斜
地
の
崩
壊

板
草
里
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

板
草
里
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

板
草
里
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

板
草
里
―
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
５

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
６

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
７

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
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赤
沢
―
８

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
９

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
１０

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
１１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
１
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
１
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
１
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
１
―
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
２
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
２
―
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
２
―
５

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
２
―
６

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
柳
島
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
柳
島
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

神
南
小
路

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
住
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
住
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

笹
走

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
島
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
島
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
島
の
２
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
川

土
石
流

茂
倉
沢

土
石
流

新
宮
川
―
１

土
石
流

新
宮
川
―
２

土
石
流

二
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

示
及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り

現
象
の
種
類

建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

早
川
町

早
川

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

保
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

保
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

保
―
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

保
―
５

急
傾
斜
地
の
崩
壊

草
塩
・
京
ケ
島

急
傾
斜
地
の
崩
壊

塩
之
上
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
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塩
之
上
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
島
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
住
の
１
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
住
の
１
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
住
の
１
―
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

角
瀬

急
傾
斜
地
の
崩
壊

板
草
里
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

板
草
里
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
５

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
６

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
７

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
８

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
９

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
沢
―
１１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
１
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
１
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
１
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
１
―
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
２
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
２
―
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
２
―
５

急
傾
斜
地
の
崩
壊

羽
衣
の
２
―
６

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
柳
島
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
柳
島
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

神
南
小
路

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
住
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
住
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

笹
走

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
島
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
島
の
２
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
川

土
石
流

茂
倉
沢

土
石
流

新
宮
川
―
２

土
石
流

山
梨
県
公
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二
千
百
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山
梨
県
告
示
第
九
十
三
号

次
の
と
お
り
都
市
公
園
の
区
域
を
変
更
す
る
の
で
、
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨

県
条
例
第
二
十
一
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
　
称

位
　
　
　
置

変
更
に
係
る
区
域

供
用
開
始
年
月
日

桂
川
ウ
ェ
ル
ネ
ス

大
月
市
富
浜
町
大
字
鳥
沢
字

次
の
図
の
と
お
り

平
成
二
十
三
年
三
月

パ
ー
ク

中
沢
並
び
に
字
寺
窪
、
字
大

二
十
二
日

窪
、
字
西
名
月
、
字
加
伊
沢

字
袴
着
、
字
白
野
沢
及
び
字

扇
山

（
「
次
の
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。）公

　
　
　
告

'

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
度
前

期
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
対
象
と

二
　
検
査
年
月

三
　
検
査
時
間

四
　
検
査
場

五
　
区
域
六
　
実
施
機
関

な
る
特
定

日

（
正
午
か
ら

所

計
量
器

午
後
一
時
ま

で
の
間
を
除

く
。）

非
自
動
は
か

平
成
二
十
三
年

午
前
十
時
か
ら

Ｊ
Ａ
こ
ま
野

南
ア
ル
プ
一
般
社
団
法
人

り
（
計
量
法

四
月
十
一
日

午
後
三
時
ま
で

八
田
共
選
所

ス
市

山
梨
県
計
量
協

施
行
令
（
平

会

成
五
年
政
令

第
三
百
二
十

平
成
二
十
三
年

同

Ｊ
Ａ
こ
ま
野

同

同

九
号
）
第
五

四
月
十
二
日

百
田
支
所
経

条
第
一
号
又

済
店
舗

は
第
二
号
に

掲
げ
る
も
の

平
成
二
十
三
年

同

南
ア
ル
プ
ス

同

同

を
除
く
。
）
、

四
月
十
四
日

市
商
工
会

分
銅
及
び
お

本
所

も
り

平
成
二
十
三
年

同

Ｊ
Ａ
こ
ま
野

同

同

四
月
十
五
日

在
家
塚
共
選

所
（
購
買
店

舗
）

平
成
二
十
三
年

同

Ｊ
Ａ
こ
ま
野

同

同

四
月
十
八
日

西
野
共
選
所

平
成
二
十
三
年

同

Ｊ
Ａ
こ
ま
野

同

同

四
月
十
九
日

櫛
形
共
選
所

平
成
二
十
三
年

同

南
ア
ル
プ
ス

同

同

四
月
二
十
一
日

市
役
所
若
草

支
所

平
成
二
十
三
年

同

南
ア
ル
プ
ス

同

同

四
月
二
十
二
日

市
役
所
甲
西

支
所

平
成
二
十
三
年

午
前
十
時
か
ら

芦
安
健
康
管

同

同

四
月
二
十
五
日

正
午
ま
で

理
セ
ン
タ
ー

同

午
後
一
時
半
か

南
ア
ル
プ
ス

同

同

ら
午
後
三
時
ま

市
役
所
本
庁

で

舎
西
別
館

平
成
二
十
三
年

午
前
十
時
か
ら

南
ア
ル
プ
ス

同

同

四
月
二
十
六
日

午
後
三
時
ま
で

市
役
所
本
庁

舎
西
別
館

山
梨
県
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平
成
二
十
三
年

同

昭
和
町
中
央

昭
和
町

同

五
月
九
日

公
民
館

平
成
二
十
三
年

午
前
十
一
時
か

丹
波
山
村
役

丹
波
山
村
同

五
月
十
日

ら
午
後
三
時
ま

場

で

平
成
二
十
三
年

同

小
菅
村
役
場

小
菅
村

同

五
月
十
二
日

平
成
二
十
三
年

午
前
十
時
半
か

上
野
原
市
役

上
野
原
市
同

五
月
十
三
日

ら
正
午
ま
で

所
巌
出
張
所

（
旧
秋
山

村
を
除
く

。）

同

午
後
二
時
半
か

上
野
原
市
役

同

同

ら
午
後
三
時
ま

所
島
田
出
張

で

所

平
成
二
十
三
年

午
前
十
時
半
か

Ｊ
Ａ
ク
レ
イ

同

同

五
月
十
六
日

ら
正
午
ま
で

ン
棡
原
支
店

同

午
後
一
時
半
か

上
野
原
市
役

同

同

ら
午
後
三
時
ま

所
西
原
出
張

で

所

平
成
二
十
三
年

午
前
十
時
半
か

上
野
原
市
役

同

同

五
月
十
七
日

ら
正
午
ま
で

所
甲
東
出
張

所

同

午
後
一
時
半
か

上
野
原
市
役

同

同

ら
午
後
三
時
ま

所
大
目
出
張

で

所

平
成
二
十
三
年

午
前
十
時
半
か

上
野
原
市
商

同

同

五
月
十
九
日

ら
午
後
三
時
ま

工
会
館

で

平
成
二
十
三
年

同

上
野
原
市
役

同

同

五
月
二
十
日

所
本
庁
舎

平
成
二
十
三
年

午
前
十
時
か

甲
斐
市
役
所

甲
斐
市
（
同

五
月
二
十
三
日

正
午
ま
で

吉
沢
出
張
所

旧
双
葉
町

を
除
く
。）

同

午
後
一
時
半
か

甲
斐
市
役
所

同

同

ら
午
後
三
時
ま

敷
島
庁
舎

で

平
成
二
十
三
年

午
前
十
時
か
ら

竜
王
武
道
館

同

同

五
月
二
十
四
日

正
午
ま
で

同

午
後
一
時
半
か

竜
王
中
部
公

同

同

ら
午
後
三
時
ま

民
館

で

平
成
二
十
三
年

午
前
十
時
か
ら

Ｊ
Ａ
中
巨
摩

中
央
市
（
同

五
月
二
十
六
日

正
午
ま
で

東
部
小
井
川

旧
豊
富
村

支
所

を
除
く
。）

同

午
後
一
時
半
か

Ｊ
Ａ
中
巨
摩

同

同

ら
午
後
三
時
ま

東
部
田
富
支

で

所

平
成
二
十
三
年

午
前
十
時
か
ら

中
央
市
玉
穂

同

同

五
月
二
十
七
日

午
後
三
時
ま
で

庁
舎

平
成
二
十
三
年

午
前
九
時
か
ら

特
定
計
量
器

今
期
検
査
同

五
月
二
十
八
日

午
後
四
時
ま
で

の
所
在
の
場

を
実
施
す

か
ら
平
成
二
十

所
（
特
定
計

る
市
町
村

四
年
三
月
三
十

量
器
検
定
検

の
区
域
全

一
日
ま
で
（
県

査
規
則
（
平

般

の
休
日
を
除
く

成
五
年
通
商

。）

産
業
省
令
第

七
十
号
）
第

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

一
六
七



三
十
九
条
第

一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場

合
に
限
る
。

）山
梨
県
計
量

検
定
所
（
平

成
二
十
三
年

五
月
二
十
七

日
ま
で
に
検

査
を
行
わ
な

か
っ
た
場
合

に
限
る
。）

皮
革
面
積
計

平
成
二
十
三
年

午
前
九
時
か
ら

特
定
計
量
器

甲
府
市
を
同

五
月
二
十
八
日

午
後
四
時
ま
で

の
所
在
の
場

除
く
県
下

か
ら
平
成
二
十

所
（
特
定
計

全
域

四
年
三
月
三
十

量
器
検
定
検

一
日
ま
で
（
県

査
規
則
（
平

の
休
日
を
除
く

成
五
年
通
商

。）

産
業
省
令
第

七
十
号
）
第

三
十
九
条
第

一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場

合
に
限
る
。

）

'

争
議
行
為
予
告
通
知
の
受
理

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山

梨
民
主
医
療
機
関
労
働
組
合
執
行
委
員
長
田
野
口
博
幸
か
ら
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
平
成
二

十
三
年
二
月
二
十
八
日
付
け
で
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
事
件

次
の
要
求
事
項
解
決
の
た
め

１
　
医
師
・
看
護
師
・
介
護
職
員
を
は
じ
め
と
す
る
医
療
・
福
祉
・
介
護
労
働
者
の
大
幅
増
員
。

２
　
生
活
を
守
る
賃
金
と
雇
用
の
確
保
。
大
幅
な
一
時
金
の
獲
得
、「
成
果
主
義
賃
金
」「
業
績
評

価
制
度
」
の
導
入
反
対
。
不
払
い
時
間
外
労
働
の
一
掃
。
下
請
け
・
派
遣
労
働
の
導
入
・
拡
大
反

対
。

３
　
長
時
間
・
二
交
代
制
勤
務
反
対
。
夜
勤
交
替
制
労
働
者
の
「
一
日
八
時
間
以
内
、
週
三
十
二
時

間
、
勤
務
間
隔
十
二
時
間
以
上
」
勤
務
実
現
。

二
　
日
時

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日
以
降
、
要
求
解
決
ま
で
必
要
に
応
じ
て
実
施
す
る
。

三
　
場
所

甲
府
市
宝
一
丁
目
九
番
一
号
　
甲
府
共
立
病
院

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地
　
石
和
共
立
病
院

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
四
十
番
地
　
巨
摩
共
立
病
院

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
四
十
番
地
の
一
　
巨
摩
共
立
歯
科
診
療
所

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
五
百
三
十
八
番
地
の
一
　
御
坂
共
立
診
療
所

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
五
百
三
十
八
番
地
の
一
　
御
坂
共
立
歯
科
診
療
所

北
杜
市
武
川
町
牧
ノ
原
千
三
百
七
十
一
番
地
　
武
川
診
療
所

北
杜
市
武
川
町
牧
ノ
原
千
三
百
七
十
一
番
地
　
武
川
歯
科
診
療
所

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号
　
共
立
歯
科
セ
ン
タ
ー

甲
斐
市
富
竹
新
田
二
百
三
十
一
番
地
の
一
　
竜
王
共
立
診
療
所

甲
府
市
宝
一
丁
目
十
番
五
号
　
甲
府
共
立
診
療
所

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
長
沢
二
百
二
十
五
番
地
の
四
　
ま
す
ほ
共
立
診
療
所

甲
府
市
宝
一
丁
目
五
番
十
号
　
共
立
在
宅
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
甲
府

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
四
十
番
地
　
共
立
在
宅
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
巨
摩

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地
の
二
十
四
　
共
立
在
宅
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
石
和

甲
斐
市
富
竹
新
田
二
百
三
番
地
の
一
　
メ
ゾ
ン
広
瀬
一
〇
三
号
　
共
立
在
宅
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
竜
王

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
五
百
三
十
八
番
地
の
一
　
共
立
在
宅
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
御
坂

北
杜
市
武
川
町
牧
ノ
原
千
三
百
七
十
一
番
地
　
共
立
在
宅
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
武
川

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
長
沢
二
百
二
十
五
番
地
の
四
　
共
立
在
宅
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
増
穂

大
月
市
猿
橋
町
殿
上
五
百
八
十
七
番
地
の
一
　
共
立
診
療
所
さ
る
は
し

甲
府
市
若
松
町
六
番
三
十
五
号
　
共
立
介
護
福
祉
セ
ン
タ
ー
わ
か
ま
つ

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号
　
勤
医
協
駅
前
ビ
ル
四
階
　
甲
府
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
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タ
ー
き
ょ
う
り
つ

以
上
の
病
院
、
診
療
所
、
介
護
事
業
所
を
と
り
ま
く
地
域
と
病
院
、
診
療
所
、
介
護
事
業
所
の
構

内
及
び
全
職
場
、
又
は
一
部
職
場
。

四
　
概
要

三
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
、
全
体
的
あ
る
い
は
部
分
的
に
連
続
、
断
続
を
含
む
全
て
の
業
務
の

停
止
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
と
こ
れ
に
対
す
る
妨
害
排
除
の
一
切
の
争
議
行
為
を
単

独
又
は
併
用
し
て
行
う
。

た
だ
し
、
救
急
患
者
及
び
重
症
患
者
の
為
の
保
安
要
員
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
配
置
す
る
。

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
昭
和
町
紙
漉
阿
原
字
天
白
下
二
六
三
二
の
一
、
二
六
三
二
の
二
、
二
六
三
三
の
一
、
二

六
三
三
の
二
、
二
六
三
四
の
一
、
二
六
三
四
の
二
、
二
六
三
五
の
一
及
び
二
六
三
五
の
二
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
飯
田
四
丁
目
一
番
二
十
一
号
　
株
式
会
社
デ
ィ
ー
・
プ
ラ
ン
　
代
表
取
締
役
　
高
城
正
男

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
小
　
　
澤
　
　
義
　
　
彦

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
配
偶
者
（
」
を
「
職
員
の
扶
養
親
族
た
る
者
（
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
、
学

校
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
で
職
員
給
与

条
例
第
十
四
条
第
一
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
第
一
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
が
所
有
す

る
住
宅
及
び
職
員
の
配
偶
者
（
」
に
改
め
、「
含
む
。
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
号
に
お
い
て
」
を
加
え
、

「（
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
四

条
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
で
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
第
一
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
第
一

項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
者
に
限
る
。
以
下

同
じ
。）」
及
び
「
及
び
次
条
第
二
号
に
掲
げ
る
住
宅
」
を
削
る
。

第
三
条
及
び
第
四
条
を
削
る
。

第
四
条
の
二
中
「
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
三
号
、」
を
「
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
、」
に
、

「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
に
、「
第
十
五
条
の
三

第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
に
、「
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
の
四
第
一

項
第
三
号
等
」
を
「
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と

す
る
。

第
四
条
の
三
第
一
項
中
「
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
三
号
等
」
を
「
職
員
給
与
条
例

第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
実
情
、
住
宅
の
所
有
関
係
等
」
を
「
実
情
」
に
、「
、
住
宅
の
所
有
関
係
等
に
」

を
「
等
に
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
小
　
　
澤
　
　
義
　
　
彦

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
第
四
項
に
定
め
る
」
に
、「
当
該
各
号
」

を
「
同
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４
　
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
六
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
第
六
項
及
び
警
察
職
員
給
与

条
例
第
十
六
条
第
六
項
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
六
項
等
」
と
い
う
。）

の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
通
勤
手
当
は
、
職
員
が
二
以
上
の
普
通
交
通
機
関
等
を
利
用
す

る
も
の
と
し
て
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
等
に
定
め
る
額
の
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ

る
場
合
に
お
い
て
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る

当
該
通
勤
手
当
と
し
、職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
六
項
等
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日
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六
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そ
の
者
の
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ロ
中
「
第
十
五
条
の
二
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
」
を
「
第
十
五
条
の
二

第
四
項
に
定
め
る
」
に
、「
同
号
」
を
「
同
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
　
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
七
項
等
の
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
額
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
事
由
に
係
る

新
幹
線
鉄
道
等
、
同
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は

そ
の
者
の
利
用
す
る
す
べ
て
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
つ
き
、
使
用
さ
れ
る
べ
き
通
用
期
間
の
定
期
券
の

特
別
料
金
等
の
払
戻
し
を
、
事
由
発
生
月
の
末
日
に
し
た
も
の
と
し
て
得
ら
れ
る
額
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
額
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
小
　
　
澤
　
　
義
　
　
彦

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
教
頭
」
の
下
に
「
、
主
幹
教
諭
」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
教
育
職
給
料
表
（二）
又
は
教
育
職
給
料
表
（三）
」
を
「
教
育
職
給
料
表
（一）
又

は
教
育
職
給
料
表
（二）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
二
級
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

特
　
二
　
級
　
主
幹
教
諭
の
職
務

別
表
第
二
第
一
号
の
表
（
備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
教
育
職
給
料
表
（一）
級
別
資
格
基
準
表

職
　
　
種

職
務

一
　
級

二
　
級

特
二
級

の
級

学
歴

免
許
等

大
学
卒

０

０

校
長

短
大
卒

０

０

大
学
卒

０

０

副
校
長
及
び
教
頭

短
大
卒

０

０

大
学
卒

０

七

主
幹
教
諭

短
大
卒

０

十

大
学
卒

０

教
諭
及
び
養
護
教
諭

一
・
五

短
大
卒

０

一
・
五

大
学
卒

別
に
定
め
る

０

助
教
諭
、
養
護
助
教
諭

、
講
師
、
実
習
助
手
及

短
大
卒

別
に
定
め
る



び
寄
宿
舎
指
導
員

０

高
校
卒

別
に
定
め
る

０

別
表
第
四
の
二
イ
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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